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都市計画法に基づく開発許可技術基準 

 

１ 目   的 

この基準は、開発許可制度の運用について原則的な基準を定めるところにより良好な市街地の形成及

び適正な法の運用を図ることを目的とする。 

 （１）用途地域等の適合 

    建築を予定する建築物の用途が、その土地に定められた用途地域、特別用途地区、特定用途制限地

域、流通業務地区又は臨港地区の区分の用途に適合していること。 

     用 途 地 域 

      第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種  中

高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域、工業専用地域 

 （２）公共空地等の設計の原則 

    開発行為をしようとする者（以下「開発者」という。）の設置すべき公共の用に供する空地（以下

「公共空地」という。）は、開発地域の規模、形状及び周辺の状況、開発区域内の土地の地形、予定

建築物の用途並びに敷地の規模及び配置等により、都市計画法及びこれに基づく命令並びにこの基

準に定めるところにより設置するものとする。ただし、公共団体が周辺の状況を考慮して一体的に整

備する必要があるとして指示した場合はこの限りでない。 

 （３）環境保全の設計の原則（政令で定める規模以上の開発） 

    開発区域及び周辺の地域の環境を保全するため、開発区域内における植物の生育の確保上必要な

緑地帯その他の緩衝帯が配置されるよう設計が定められていること。 

 （４）特定工作物の範囲 

   ① 第１種特定工作物（周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物） 

    （ア）アスファルトプラント （イ）クラッシャープラント （ウ）危険物の貯蔵又は処理に供する工作物 

   ② 第２種特定工作物（大規模な工作物で政令で定めているもので、１ha以上のもの） 

    （ア）野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他運動場・レジャー施設の工作物 （イ）墓園 

 （５）環境保全計画 

① 法第 33条第１項第９号及び第 10号で政令で定める規模は１ha以上とする。 

② 同条第２項に規定する技術細目のうち同条第１項第９号に関するものは、高さ 10m 以上の健全

な樹木又は省令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その土地に公園又は緑地を配

置することによりその樹木又は樹木の集団の保存の措置を講じること。ただし、当開発行為の目的

及び同条第１項第２号イからニまでに掲げるものと、当該樹木又は樹木の集団位置とを勘案して、

やむを得ないと認められる場合にはこの限りでない。 

③ 高さ１ｍを超える切土又は盛土をする土地の面積が 1,000 ㎡以上である場合は、当該切土又は

盛土を行う部分について表土の復元、客土土壌の改良等についての措置を講じること。 

④ 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれのある予定建築物等の建築又は建設の用に供

する目的で行う開発行為については、４ｍから 20ｍまでの範囲内で開発区域の規模に応じて省令

で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発地域の境界に沿ってその内側に配置すること。 

ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分についてはその

規模に応じ緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。 
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２ 公共施設（令第 25条各号） 

道 路 

（１）配置（令第 25条第１号） 

① 道路に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合すること。 

② 開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外の道路と接続する必要がある

ときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるよう設計されていること。 

③ 街区の大きさは、開発区域の規模・形状及び予定建築物の用途並びに敷地の規模及び配置等を

考慮して定めること。住宅地における街区の形状は、矩形を標準として長辺は 80～120ｍ、短辺

は 30～50ｍを標準とする。街区の長辺は、原則として都市計画道路又は開発区域内の主要道路

に接すること。 

（２）区域内道路等幅員（令第 25条第２号） 

① 開発区域内に設置する道路の幅員は、開発区域の規模に応じて、次に掲げる幅員とする。 

予定建築物 道路区分 １ha未満 
１ha以上 

20ha未満 
20ha以上 備 考 

住 宅 

区 画 街 路 （４ｍ）６ｍ ・(４ｍ)は、その道路の利用

が当該道路に面する敷地

の居住者等に限られるよ

うなもので、かつ延長がお

おむね街区の長辺の長さ

(80～120ｍ)以下の場合

(令第 25 条第２号(小区

間)規定) 

・歩行者専用道路は４ｍと 

する。 

区画幹線街路 ６ｍ ９ｍ 

幹 線 街 路  12ｍ 

その他 

区 画 街 路 ６ｍ ９ｍ 

区画幹線街路 ６ｍ ９ｍ 

幹 線 街 路  12ｍ 

また、予定建築物等の敷地に接する道路の幅員は、当該予定建築物等の用途、敷地の規模等に

応じて、次に掲げる幅員以上であること。 

予定建築物 敷地規模 道路幅員 備 考 

住  宅 

（自己居住用以外） 
問 わ な い ６ｍ 

（８ｍ） 

・(８ｍ)は、多雪地域で、積雪時

における交通確保のため必要

があると認められる場合に適

用する。 

・（小区間で通行上支障がない場

合は、４ｍ）の規定は、上表に

おいて適用する場合に該当す

る。 

住宅以外の建築物又は

第１種特定工作物 

1,000㎡未満 

1,000㎡以上 ９ｍ 

上記以外 問 わ な い ９ｍ 

なお、５ha 未満の住宅地の開発にあっては、開発区域の周辺の状況により区画幹線街路の幅

員は、９ｍ未満とすることができる。 

② （４）の単体開発以外について、令第 25条第２号ただし書の適用はない。 

③ 市街化調整区域における開発区域の面積が 20ha 以上の開発行為にあっては、予定建築物の敷

地から 250ｍ以内の距離に幅員 12ｍ以上の道路が設けられていること。（令第 25条第３号） 

④ 開発行為が既存道路に接して行われ、開発区域内に新たに区画道路が整備される場合につい

ては、当該既存道路には令第 25条第４号の規定が適用される。 

⑤ 道路敷と道路幅員との関係は、次に掲げる図を標準とし、Ｕ型側溝にふたを設置する場合、道

路幅員に含め、設置しない場合は、道路幅員より除外すること。 
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（３）区域外接続道路（令第 25条第４号） 

開発区域内の主要道路は、開発区域外の幅員９ｍ（主として住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為にあっては６.５ｍ）以上の道路に接続していること。ただし、開発区域の周辺の道路の

状況によりやむを得ないと認められる場合（同号括弧書）は、次のいずれかの道路に接続している

こと。 

① 将来拡幅の計画のある現在幅員４ｍ以上の道路 

② 将来拡幅の計画のある開発行為完了までに４ｍ以上とすることが確実である道路 

③ 幅員４ｍ以上の道路（開発区域の面積が 1,000 ㎡未満の場合に限る。） 

④ 幅員６ｍ以上の道路（主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区

域の面積が 1,000㎡以上 10,000㎡未満の場合に限る。） 

なお、「将来拡幅の計画のある」とは、市町村の定める計画等において、令第 25条第４号に規定

する道路又は④の道路が数年のうちに整備されることと位置付けされているものをいう。 

 

 

（４）開発区域外既存道路に直接接して行われる単体開発における当該既存道路（令第 25条第２号） 
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原則の幅員等について(2)と同じですが、令第 25 条第２号ただし書及び括弧書の適用の余地が

あります。 

具体的には、当該道路が次のいずれかに該当する場合に限る。 

・次の①から④のうちのいずれかに該当するものであること。 

① 将来拡幅の計画のある現在幅員４ｍ以上の道路 

② 将来拡幅の計画のある開発行為完了までに４ｍ以上とすることが確実である道路 

③ 幅員４ｍ以上の道路（開発区域の面積が 1,000㎡未満の場合に限る。） 

④ 幅員６ｍ以上の道路（自己業務用の既存建築物の敷地を拡張する場合で、拡張後の敷地面積

が、既存の敷地面積のおおむね１.５倍以下で、かつ通行の安全上及び開発区域周辺の経済

活動上等支障がないと認められる場合に限る。） 

なお、「将来拡幅の計画のある」とは、市町村の定める計画等において、令第 25条第４号

に規定する道路が数年のうちに整備されることと位置付けされているものをいう。 

・予定建築物の敷地からおおむね 120ｍ以内（自己業務用の既存建築物の敷地を拡張する場合は

通行の安全上及び開発区域周辺の経済活動上等支障のない距離以内）で、「 (2)区域内道路等

幅員①」の各区分に応じた道路と接続するものであること。 
 

（５）道路の構造および交差 

① 開発区域内の幅員９ｍ以上の道路は、下表を標準とする歩車道分離をすること。 

（令第 25条第５号） 

 

 
 

② 歩道の幅員に並木を設ける場合にあっては 1.5ｍ、その他の路上施設を設ける場合にあっては

0.5ｍを加えるものとする。 

③ 歩道は L型側溝、縁石、ガードレール等で分離すること。 

④ 路面は十分転圧のうえ、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、か

つ、次に示す横断勾配が付されていること。ただし、横断勾配が９％を超える道路は舗装のうえ、

すべり止めの処理を行うこと。 

路面種別 横断勾配 備考 

セメントコンクリート舗装 1.5～2.0% 舗装道については、セメントコン

クリート舗装要綱、アスファルト

コンクリート舗装要綱、簡易舗装

要綱を準用すること。 

アスファルトコンクリート舗装 1.5～2.0% 

砂利道 3.0～5.0% 

歩道 2.0% 

⑤ 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられてい

ること。 

    ⑥ 道路の縦断勾配は、地形の状況、交通量等を勘案して定めるものとし、道路種別により下表を

標準とする。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り 12％以下

とすることができる。 

道路種別 縦断勾配 

幹線街路 ６%以下 

主要区画街路 ９%以下 

区画街路 ９%以下 

 

道路幅員 歩道幅員 

９ｍ 2.0ｍ×１ 

12ｍ 2.0ｍ×２ 
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⑦ 道路は、段階状でないこと。ただし、専ら歩行者の通行の用に供する道路で消防活動の際の機

能及び歩行者の通行の安全上、支障がないと認められるものにあってはこの限りでない。 

⑧ 道路は、原則として袋路は認めない。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合には、袋路

とすることができる。 

（ア）当該道路の延長又は当該道路と他の道路との接続が具体的に予定されている場合で、避難

上支障がないもの 

（イ）道路の延長が 35ｍ未満のもの 

（ウ）道路の幅員が６ｍ未満であって、延長が 35m 以上のもので終端及び区間 35ｍ以内ごとに

下図に定める自動車の転回広場を設けたもの 

 

（エ）道路幅員が６mで、かつ、延長が 100m 未満のもの 

（オ）道路幅員が６mで、かつ、延長が 100m以上の場合にあっては、区間 100m以内ごとの転回

広場を設けたもの 

（カ）道路幅員が６mを超える場合 

⑨ 道路が同一平面で交差し若しくは接続する箇所又は道路の曲り角は、切り取り部が２等辺三

角形となるよう適当な長さで街角が切り取られていること。ただし、すみ切り長は道路幅員に応

じ次項の表を標準とする。 

    ⑩ 道路が同一平面で交差し、又は接続する箇所は５枝以上交会しないこと。 

⑪ 交差点前後の縦断勾配は、できるだけ緩やかにすること。 

⑫ 交差点の交差角は直角に近いものとし、喰い違い交差としないこと。 

⑬ 集水桝、街渠桝等は、深さ 15cm以上の泥留を設けること。 

⑭ 道路には、通行の安全確保のため、必要に応じて交通安全施設及び防護施設等を設けること。 

表 すみ切り長 

道路幅員 40m 30m 20m 15m 12m 10m ８m ６m ４m 

40m 
12 

15 

8 

10 

12 

8 

10 

12 

8 

8 

10 

6 

6 

8 

5 

    

30m 
10 

12 

8 

10 

12 

8 

10 

12 

8 

8 

10 

6 

6 

8 

5 

5 

6 

4 

   

20m 
10 

12 

8 

10 

12 

8 

10 

12 

8 

8 

10 

6 

6 

8 

5 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

 

上段交差角  90°前後 

中段交差角  60°以下 

下段交差角 120°以上 

 

（単位：m） 
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15m 
8 

10 

6 

8 

10 

6 

8 

10 

6 

8 

10 

6 

6 

8 

5 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

 

12m 
6 

8 

5 

6 

8 

5 

6 

8 

5 

6 

8 

5 

6 

8 

5 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

 

10m  

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

3 

4 

2 

８m   

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

3 

4 

2 

６m   

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

4 

3 

4 

2 

４m      

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

 

（６）新設される道路は原則として市町村で管理し、土地の帰属も市町村とすること。 
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公 園 

（１）公園等に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 

（２）開発区域の面積に応じて公園、広場、緑地が設置されていること。（令第 25条第６号及び第７ 

号） 

開発区域の規模 公園等の総面積 公園の設置基準 備 考 

0.3ha以上 

５ha未満 

開発区域の面積の３％以上 

（公園、緑地、広場） 

0.3～１ha未満 

１ヶ所とする。 

１～５ha未満 

１ヶ所 300㎡以上 

・開発区域の周辺に相

当の公園等がある

とき、又は住宅以外

で敷地が１つであ

る開発行為には公

園等を設けないこ

とができる。 

（５ha未満の場合） 

・がけ面の緑地は公園

等の面積に算入し

ない。 

５ha以上 

20ha未満 

開発区域の面積の３％以上 

（用途が住宅の場合は公園、

それ以外の場合は公園、 

緑地、広場） 

１ヶ所 300 ㎡以上で

かつ 1,000 ㎡以上の

公園を１ヶ所以上 

設置すること。 

20ha以上 

開発区域の面積の３％以上 

（用途が住宅の場合は公園、

それ以外の場合は公園、 

緑地、広場） 

１ヶ所 300 ㎡以上で

かつ 1,000 ㎡以上の

公園を２ヶ所以上 

設置すること。 

（３）開発区域の周辺に相当規模の公園等があり、開発区域内に公園を設けない場合には、公園等が少

なくとも当該開発区域の面積の３％以上で、かつ誘致距離 250m 以内に１ヶ所の公園があり、その

公園を支障なく利用できること。 

（４）公園の配置 

① 児童遊園及び児童公園 … 幹線街路に面していないこと。 

② 近隣公園 ………………… 地区内の幹線街路に面していること。 

③ 地区公園 ………………… 地区全体の利用を考え、おおむね地区の中心に設けること。 

④ 児童遊園等小規模な公園は、高層住宅の影とならないよう日照等を考慮すること。 

（５）児童公園、近隣公園内には、車の乗り入れができないよう設計すること。 

（６）公園が区画幹線街路以上の自動車交通量の著しい道路に接しているときは、棚等により他の敷地

から分離すること。 

（７）公園には、雨水等を有効に排出するための 適当な施設が設けられていること。 

（８）1,000㎡以上の公園にあっては、２以上の出入口が配置されていること。 

（９）公園として利用できる土地の平均勾配は、15％以下とすること。 

（10）新設される公園は、市町村で管理し、土地の帰属も市町村とすること。 

 

消防に必要な貯水施設（令第 25条第８号） 

（１）消防に必要な水利は、次に掲げるものとする。 

消 火 栓  濠、池 

私設消火栓  海、湖 

防 火 水 槽  井 戸 

プ ー ル  下水道 

河川、溝等 

（２）消防水利の配置は原則として、開発区域内のいずれの地点からも1 0 0 m以内の位置にあること。 

（３）消防水利は、常時貯水量が 40㎡以上又は取水可能水量が毎分 1㎡以上で、かつ連続 40分以上の

給水能力を有すること。 

（４）私設消火栓の水源は、５個の私設消火栓を同時に開弁したとき毎分１㎡以上で、かつ連続 40分
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以上の給水能力を有するものでなければならない。 

（５）消防水利は、次の各号に適合すること。 

① 地盤面から落差が 4.5m以下であること。 

② 取水部分の水深が 0.5m 以上であること。 

③ 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。 

④ 吸管投入孔のある場合は、その一辺が 0.6m以上又は直径が 0.5m以上あること。 

（６）消火栓は次の各号に適合していること。 

① 道路の交差点、分岐点付近など消防活動に便利な点に設け、途中においても、沿線の建物の状

況に応じ 100～200m間隔に設置する。 

② 単口消火栓は、管径 150mm以上、双口消火栓は、管径 300mm以上の管径の配水管に取り付ける

こと。ただし、水圧の大なる場合又はやむを得ない場合は、この限りでない。 

③ 消火栓の口径は、65mm とすること。ただし、特殊消防ポンプを使用する場合は、この限りで

ない。 

（７）設計が消防水利の基準に適合しているか否かの判断は、開発区域の大小を問わず、当該開発区域

を管轄する消防署との協議書（同意書）をもって、本基準に適合するものとする。 

（８）消防水利施設の管理については、原則として市町村が行うものとする。なお、開発許可の申請に

当たっては、当該消防署との協議書（同意書）を添付すること。 

 

３ 排水施設の配置（令第 26条各号） 

排水路、その他の排水施設は、開発区域内の汚水及び雨水を有効かつ適切に排出し、その上、その排水

によって開発区域及びその周辺の地域に浸水などによる被害を起さないような構造及び能力で配置され

ていること。 

（１）排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 

（２）開発区域内の排水施設は、開発区域の規模、地形、予定建築物の用途、降水量等から想定される

汚水及び雨水を有効に排出できるように管渠の勾配及び断面積が定められていること。 

（３）開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内

の下水を有効かつ適切に排出できるように下水道、排水路その他の排水施設によって、河川その他

の公共の水域又は海域に接続していること。この場合において放流先の排水能力によりやむを得

ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する 遊水池その他の適当な 施設

を設けてよい。 

（４）排水は原則として、汚水と雨水を分流すること。 

（５）計画排水区域は、汚水については開発区域とし、雨水については、開発区域を含む地形上の流域

とする。 

（６）計画雨水量の算定方法としては、合理式を標準とする。 

 

合理式 Ｑ１＝１／360 Ｃ・Ｉ・Ａ   

 

 

 

Ｑ１：計画雨水量（㎥／sec） 

Ｃ ：流出係数 

Ｉ ：降雨強度（mm／hr） 

Ａ ：集水面積（ha） 
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（７）降雨強度は次のとおりとする。 

降雨強度公式はタルボット型を標準とする。市町村が算出した定数がある場合はその数値を

使用すること。 

  Ｉ＝ａ／（ｔ＋ｂ）     Ｉ：降雨強度（mm／時） 

                  ｔ＝ｔ１＋ｔ２ 

                  ａ,ｂ：定数 

                ｔ：流達時間（分） 

                ｔ１：流入時間（分） 

                ｔ２：流下時間（分） 

 

降雨強度の確率年は、５年以上とする。開発区域周辺の近年の降雨実績、浸水被害実績等の

情報を考慮し、必要に応じて、５～10年の間で設定するものとする。 

 

市町村が算出した定数とは、市町村が策定する「雨水対策整備計画（下水道事業計画）」で算出

された値である。計画の有無は、「山形県の下水道（山形県）」の「雨水対策事業」の項を参照す

ること。 

流入時間（ｔ１）は、降雨が排水施設に流入するまでの時間であり、集水区域と末端管渠等と 

の最短距離が 50m以内の場合はｔ１＝７分とし、50mを超える場合は、次のカーベイ式によるも 

のとする 1)。 

     

   ２                    （ℓ・ｎ）  0.467 

３            √S 

           ｔ１  ： 流入時間（min） 

                ℓ  ： 斜面距離（ｍ） 

                               S   ： 斜面勾配 

               3.28 ： フィートをメートルに換算した値 

               ｎ  ： 粗度係数に類似の遅滞係数（下表参照） 

 

表：粗度係数に類似の遅滞係数ｎの標準値 2) 

地 覆 状 態 ｎ 

不浸透面 0.02 

よく締まった裸地（滑らか） 0.10 

裸地（普通の粗さ） 0.20 

粗草地及び耕地 0.20 

牧草地又は普通の草地 0.40 

森林地（落葉樹林） 0.60 

森林地（落葉樹林、深い落葉樹等堆積地） 0.80 

森林地（針葉樹林） 0.80 

密草地 0.80 

 

 

ｔ１＝  × 3.28 ×  



10 

流下時間（ｔ２）は、排水施設に流下した雨水がある地点まで流下するまでの時間であり、開

発区域内において仮想の排水施設の配置と大きさを設定し、区間ごとの距離と計画流量に対す

る流速から求めた区間ごとの流下時間を次の式により算出し、合計して求めるものとする。仮想

の管路の配置と大きさは、流速が最大 3.0（m/s）及び最小 0.8（m/s）の範囲となるようにする

1)。 

 

       Ｌ                   

６０ ・ Ｖ            

           ｔ２  ： 流下時間（min） 

                Ｌ  ： 排水施設等の延長（ｍ） 

         Ｖ  ： マニングの式による平均流速（ｍ／sec） 

 

 

 

【参考 ： 降雨強度 I の計算例】 

市街地縁辺部における小規模な宅地開発（Ａ＝0.5ha）を想定 

① 降雨強度Ｉ 

開発区域がある市町村の雨水対策整備計画で算出された降雨強度は 

次のとおり（想定値） 

      Ｉ＝3,500／（ｔ ＋ 25） （mm/hr）   

② 流入時間（ｔ１） 

   集水区域と末端管渠等との最短距離が 50m 以内のため、７分を採用 

③ 流下時間（ｔ２） 

   開発区域内に計画された排水施設の延長はＬ＝100（ｍ）、平均流速は 

1.0（ｍ／sec）（想定値） 

ｔ２＝ 100／(60×1.0) ＝1.7（min） 

④ 流達時間（ｔ）＝ｔ１＋ｔ２＝ 7.0＋ 1.7 ＝ 8.7（min） 

⑤ 降雨強度 Ｉ ＝3,500／（ｔ＋25）＝ 3,500／（8.7＋25）＝ 103.9（mm／hr） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｔ２＝  
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（８）流出係数は、開発区域とその周辺の土地利用の現況及び将来の見通しを勘案し、次の①工種別

基礎流出係数及び工種構成から求めた総括流出係数、②用途別の総合流出係数の標準値、③地形

の状態別の流出係数を単独又は組み合わせて設定するものとする。 

 

  ① 工種別基礎流出係数 及び 工種構成から求めた総括流出係数 
              ｍ           ｍ 

  Ｃ ＝ΣＣi × Ａi  ／ ΣＡi  
                 i=1                  i=1  

         Ｃ：総括流出係数、Ｃi：i工種の基礎流出係数、 

Ａi：i工種の総面積、ｍ：工種の数 

 

工種別基礎流出係数の標準値は、下表のとおりとする 1)。 

工  種  別 流出係数 工  種  別 流出係数 

屋    根 0.85～0.95 間    地 0.10～0.30 

道    路 0.80～0.90 芝、樹木の多い公園 0.05～0.25 

その他不透面 0.75～0.85 勾配の緩い山地 0.20～0.40 

水    面 1.00 勾配の急な山地 0.40～0.60 

 

工種の構成は、都市計画、用途地域、将来の推計人口等を総合的 

に考慮し、用途地域別に建ぺい率、道路率、舗装率等を推定して 

定める 1)。 

 

② 用途別の総合流出係数の標準値 

用途別の総合流出係数の標準値は、下表のとおりとする 1)。 

敷地内に間地が非常に少ない商業地域や類似の住宅地域 0.80 

浸透面の野外作業場などの間地を若干持つ工場地域や庭が若干ある住宅地域 0.65 

住宅公団、団地などの中層住宅団地や 1戸建住宅の多い地域 0.50 

庭園を多く持つ高級住宅地域や畑地などがわりあい残る郊外地域 0.35 

  普通の宅地造成地は、0.6以上の流出係数を使用すること。 

 

  ③ 地形の状態別の流出係数 

   地形の状態別の流出係数は、下表のとおりとする 3)。 

地形の状態 流出係数 

急峻なる山地 0.75～0.90 

起伏のある山地及

び樹林  
0.50～0.75 

平坦な耕地 0.45～0.60 

山地河川 0.75～0.85 

平地小河川 0.45～0.75 
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（９）計画汚水量の算定は、次のとおりとする。 

計画最大汚水量（Ｑ２）＝〔計画時間最大汚水量／60×60〕（㎥／sec） 

計画時間最大汚水量＝（1人 1日最大汚水量×1.9×計画人口）／24（㎥／hr） 

１人 1 日最大汚水量は、該当市町村の上水道計画の 1 人 1 日最大使用水量とする。工場その他

住宅以外の用途の建築物については、それぞれの用途に応じた排水量を算定すること。 

（10）公共の用に供する排水管の管径は、汚水管渠にあっては計画最大汚水量を、雨水管渠にあっては

計画雨水量を、合流管渠にあっては計画最大汚水量に計画雨水量を考慮して定めた計画下水量を

有効に排出できるものとする。 

終末処理施設の計画下水量は分流式の場合は、計画 1日最大汚水量を標準とする。 

     管渠の断面の形は、円形、く形、馬てい形、卵形とする。 

（11）排水管渠の流量の計算は、マニングの公式を標準とする。 

Ｑ＝Ａ・Ｖ 

Ｖ＝（１／ｎ）・Ｒ2/3・Ｉ1/2 

 

Ｑ：流量（㎥／sec） 

Ａ：流水の断面積（㎡） 

Ｖ：流 速（ｍ／ｓ） 

ｎ：粗度係数 

Ｒ：径深（ｍ）（＝Ａ／Ｐ） 

Ｐ：流水の潤辺長（ｍ） 

Ｉ：勾配（分数または小数） 

 

設計流速は上記によって求めるが、次の表の範囲内に留めること。 

区  分 最小流速 最大流速 備  考 

汚水管渠 0.6m／sec 3.0m／sec 流速は 1.0～1.8m／sec が理想で

あるので、できるだけこの数値を

使用すること。 

雨水管渠 0.8m／sec 3.0m／sec 

合流管渠 0.8m／sec 3.0m／sec 

なお、下流に行くに従い流速を漸増させ、勾配を次第に小さくさせる。 

粗度係数は、鉄筋コンクリート管等の工場製品（鋼管含む）及び現場打鉄筋コンクリート管の場

合は 0.013、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管の場合は 0.010 を標準とする 1)。 

（12）排水施設は、用途に応じて内圧及び外圧に対して、十分耐えうる構造及び材質のものを使用する。

また、土質等による構造物、マンホールなど付近の不同沈下、又は地震対策を考慮して、可とう性

継手の使用も考える必要がある。 

 

（13）排水施設は、道路その他排水施設等の維持管理上支障がない場所に設置され、かつ管渠の土かぶ

りは、取付管その他の埋設物活荷重等を考慮すること。 

 

（14）排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は、20cm 以上、雨水管渠及び合流管

渠にあっては、25cm 以上とすること。 
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（15）専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所(①～④)には、ま

す又はマンホールが設けられていること。 

① 管渠の始まる箇所 

② 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所。（管渠の清掃上、支障がない箇所

を除く） 

③ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の 120 倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のそ

の清掃上適当な箇所 

④ 管径別のマンホールの最大間隔 

管径(㎜) 600 以下 
1,000以

下 

1,500以

下 

1,650以

下 

最大間隔(m) 75 100 150 200 

⑤ ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉する

ことができるふたに限る）が設けられていること 

⑥ ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他地表水を排除すべきますにあっては、適切な

容量の泥だめがその他のます又はマンホールにあっては、その接続する管渠の内径又は内のり

幅に応じ、相当の幅のインバートが設けられていること 

⑦ マンホールの標準断面図 

 

（16）地表勾配が急な場合には、管径の変化の有無にかかわらず、地表勾配に応じて適宜階段接合とし、

雨水以外の排水管を段差 60cm以上で階段接合する場合は、副管を設けること。 

（17）公共の用に供する排水施設の管理は、原則としては市町村が行うものとする。（終末処理施設、

管路施設） 

（18）本項に記載のある計算式や値以外を採用する場合は、出典元（参考文献として十分な信頼性が

確保された根拠等を示すものに限る）を明示すること。 

① マンホールふた 

② 口     輪 

③ マンホール斜壁 

④ マンホール直壁 

h=60cm 

⑤ マンホール直壁 

h=30cm 

⑥ ス  ラ  ブ 

⑦ 足 掛 け 金 物 

⑧ 壁立上がり部  

⑨ 副     管 

⑩ イ ン バ ー ト 

⑪ 底     版 

⑫ 栗 石 基 礎 
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〔参考文献〕 

 １） 「下水道施設計画・設計指針と解説」公益社団法人日本下水道協会 

 ２） 「下水道雨水流出量に関する研究・報告書（昭和 42年度）」土木学会（1968.2） 

 ３） 「河川砂防技術基準 調査編」国土交通省（物部による日本河川の流出係数（物部、1933）） 

 

 

４ 給水施設の配置（法第 33条第１項第４号） 

水道その他の給水施設は、開発区域内の需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当な位置に

配置されていること。 

（１）給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 

（２）給水施設の設計 

給水施設の設計は、次に掲げる①から④までの事項を勘案して、当該開発区域について想定され

る需要に支障をきたさないような構造及び能力で設計されていること。 

① 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

（需要総量、管配置、引込点、配水施設等） 

② 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

（配水施設の位置、配管材料、構造等） 

③ 予定建築物の用途 

（需要量） 

④ 予定建築物の敷地の規模及び配置 

（一敷地の需要量、建築規模、配管設計） 

設 計 の 方 針 

設計が（２）の各号に適合しているか否かの判断は次による。 

① 開発区域の大小を問わず当該開発区域を給水区域に含む水道事業者との協議が整っている

こと。 

② 区域内に新たに水道を敷設する場合で当該水道が水道法又はこれに準ずる条例の適用を受

けるときは、これらの法令に基づく認可等を行う権限を有する者からの認可等を受ける見通

しがあり、かつ、水道法等関係法令に適合している設計であれば、本基準に適合するものとす

る。 

③ 市町村の上水道が配置されていないときは、簡易水道を設置するか又は各宅地ごとに井戸

を設置するなど区域内の需要に支障をきたさないような構造及び能力で配置されていること。

この場合は、水質検査及び必要水量が湧出することを証する書面を添付すること。 
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５ 公益的施設の配置（令第 27条） 

20ha 以上の住宅建築を目的とする開発行為にあっては、当該開発行為の規模に応じて、教育施設、交

通施設、購買施設その他の公益的施設を適当な位置及び規模で配置されていること。したがって、公益的

施設は適当な位置及び規模で設計されていれば足り、開発者自らがこれらの施設を整備することを要し

ない。 

（１）施設の種類・規模 

住 区 構 成 と 施 設 配 置 

近隣住区数   １ ２ ４ 

戸      数 

人      口 

50～150 

200～600 

（隣 保 

区） 

500～1,000 

2,000～4,000 

（分   

区） 

2,000～2,500 

7,000～10,000 

（近隣住区） 

4,000～5,000 

14,000～20,000 

8,000～10,000 

28,000～40,000 

（地  区） 

教 育 施 設  幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高   校 

福 祉 施 設  
保育所・託児

所 
  社会福祉施設 

保      健  
診 療 所 

（巡 回） 

診 療 所 

（各  科） 
 

病   院 

（入院施設） 

保 健 所 

保      安 
防 火 水 槽 

（消 火 栓） 

警 察 交 番 

（巡  回） 

巡査駐在所 

消防（救急） 

派出所 

 
警 察 署 

消 防 署 

集 会 施 設 集 会 室 集 会 場  公 民 館 

文 化 施 設   図 書 館 

管 理 施 設  管 理 事 務 所 市、区役所出張所 

通 信 施 設  
ポ ス ト 

公 衆 電 話 
郵便局、電話交換所 

商 業 施 設  日 用 品 店 舗 専門店、スーパーマーケット 

サ ー ビ ス  共 同 浴 場 新聞集配所 銀   行 映 画 館 

レクリエーション プレイロット 児 童 公 園 
近 隣 公 園 

プ ー ル 

地 区 公 園 

運動場、球技施設 

交      通 駐    車    場 

  バ ス 運 行 、 鉄 道 駅 

 

（２）教育施設 

○ 幼稚園の用地面積 

① 園舎  １学級 180㎡ 

２学級以上 320㎡＋100×（学級数－２）㎡ 

② 運動場 ２学級以下 330 ㎡＋30×（学級数－１）㎡ 

３学級以上 440㎡＋80×（学級数－３）㎡ 

③ 園児１人については 

園舎  2.3㎡ 

運動場 3.0㎡  
 以上である。 
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○ 小中学校の校地面積 

 児 童 数

（人） 
算  定  式 備   考 

小 学 校 

200 以 下 

201～750 

751～1,200 

1,201以上 

4,500㎡＋15㎡×Ｎ 

4,500㎡＋25㎡×Ｎ 

4,500㎡＋20㎡×Ｎ 

4,500㎡＋15㎡×Ｎ 

Ｎ：児童数 

中 学 校 

150 以 下 

151～450 

451～900 

901 以 上 

6,000㎡＋25㎡×Ｎ 

6,000㎡＋35㎡×Ｎ 

6,000㎡＋30㎡×Ｎ 

6,000㎡＋25㎡×Ｎ 

〃 

○ 小、中学校の運動場用地面積 

小学校 70m×l20m＝ 8,400㎡ 

中学校 100m×l20m = l2,000 ㎡ 

 

（３）購買施設 

住戸から購買施設までの到達距離は、原則として 500m以内とし、地区センターより 500m以上離れた

住戸を対象としてサブセンターを設ける。 

① １店舗当たりの必要面積は、共同駐車場、遊歩道、商品、器材の搬入のためのサービスエリアなど

含めて 200㎡程度を標準とすること。 

② 購買施設の数は下表を標準とする。 

業   種 500 戸当たり標準店舗数 

衣 料 品 

食 料 品 

飲 食 店 

住 用 品 

文 化 器 

サ ー ビ ス 

 ２ 

１１ 

 １ 

 ２ 

 ２ 

 ２ 

計 ２０ 

 

（４）医療施設 

① 計画人口が１分区程度の場合、内科を中心とし、外科、小児科、歯科を従とした診療所を設けるも

のとする。 

② 計画人口が１万人以上の場合は、総合診療所を設けるものとする。 

③ 診療所は患者の便を考慮し、近隣センターの周辺にまとめて配置すること。 
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（５）センターの計画 

① 地区センターに設ける公益施設の種類は、下表を標準とする。 

施    設 内      容 

購買サービス施設 

業務サービス施設 

娯 楽 施 設 

行 政 施 設 

管 理 施 設 

医 療 施 設 

社 会 福 祉 施 設 

社 会 教 育 施 設 

供 給 処 理 施 設 

交 通 施 設 

スーパーマーケット、小売店舗 

銀行、証券・保険会社 

アミューズメントセンター 

市役所支所、郵便局、電報電話局、交番、消防署等 

営業所 

病院、保健所支所、診療所 

保育所 

公民館、図書館支所 

電気、ガスサービスセンター 

バスターミナル、広場、駐車場 

② 地区センター内では諸施設を結ぶ歩行専用路を設けること。 

③ 地区センター内には利用者のための駐車場を設けること。 

 

（６）その他の施設（電気、ガス、ごみ処理場等） 

① 集会所の床面積及び敷地面積は、下表を標準とする。 

団地の戸数 床 面 積 敷地面積 

500 戸未満 

500 戸～ 

1,000戸～ 

1,500戸～ 

2,000戸～ 

2,500戸～ 

65㎡ 

100㎡ 

180㎡ 

260㎡ 

300㎡ 

400㎡ 

260㎡ 

400㎡ 

720㎡ 

1,040㎡ 

1.200㎡ 

1,600㎡ 

② 開発区域内に特別高圧架空電線路が貫通する場合、これを区域外に移設することが望ましいが、移

設が困難である場合、特別高圧架空電線路下の土地は、できるだけ緑地帯、花だん、駐車場とするこ

と。 

③ ガスホルダーは家屋、その他の建築物に対し、10m以上の距離を取ること。 

 

６ 宅地の安全措置（令第 28条各号） 

地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、地盤の改良、擁壁又は排水施設の配置そ

の他安全上必要な措置が講ぜられていること。 

地  盤 

（１）地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講

ぜられていること。 

（２）がけが生じる場合においては、がけの上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、そのがけの

反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。 

   

（３）切土をする場合において切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑り
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が生じないように地滑り防止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留め（以下「地滑り抑止ぐい等」

という）の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。 

（４）盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑

りが生じないようにおおむね 30㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごと

にこれをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り

抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。 

（５）著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面

が、滑り面とならないよう段切りその他の措置が講ぜられていること。 

   

 （６）切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるとき

は、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように排水施設（管渠の勾配及び断

面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用い

て算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができるもの）が設置されていること。 

 

擁 壁 の 設 置 

（１）がけ面は、原則として擁壁で覆わなければならない。「がけ」とは、地表面が水平面に対し、30°

を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものを言う。 

（２）切土をした土地の部分に生じる高さが２mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが１

m を超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２mを超えるがけ面は、擁

壁で覆わなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分

で、次の各号のいずれかに該当するもののがけ面については、この限りでない。 

① 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のも

の 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

Ａ 軟岩（風化の著しいものを除く。） 60° 80° 

Ｂ 風化の著しい岩 40° 50° 

Ｃ 砂利、真砂土、関東ローム、硬質  

粘土、その他これに類するもの 
35° 45° 

② 土質が前号の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表

の右欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離５m以内の部分。この場合において、前

号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけ

の部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。 
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（３）(2)の適用については、小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面

の下端を含む、かつ、水平面に対し 30°の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、

その上下のがけを一体のものとみなす。 

    

（４）(2)の適用については、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために、

擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地に

おいて擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 

擁 壁 を 設 置 し な い が け 面 の 保 護 

擁壁でおおわないがけ面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付等によって風化その他の浸食に対して保

護しなければならない。 

擁 壁 の 構 造 

（１）安定計算に用いる数値 

安定計算に用いる数値は、下表を標準とする。ただし、原則として鉄筋コンクリート擁壁、無筋コ

ンクリート擁壁について、国土交通省制定の土木構造物標準設計図案の規格によった場合には、安定

計算を要しない。 

① 単位体静重量と土圧係数 

土    質 単位体積重量(㎥) 土圧係数 

砂 利 又 は 砂 1.8ｔ 0.35 

砂   質   土 1.7ｔ 0.4 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 1.6ｔ 0.5 

② 摩擦係数 

土    質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 0.5 

砂   質   土 0.4 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から 

少なくとも 15cm までの深さの土を砂利又は砂に置換えた場合） 
0.3 

（２）擁壁の構造 

擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次の①～④までに該当することが確かめられたものであ

ること。 

（ア）土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されない

こと。 

ABCDEで囲まれる部分は１体のがけとみなす。ABCFGE

で囲まれる部分のがけは、ABCHのがけと FGEIの別々

のがけとみなされる。 
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（イ）土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

（ウ）土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。 

（エ）土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

① 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、壁面の面積３㎡以内ごとに少なくとも一個の内径が

7.5cm以上の陶菅その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水

抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。ただし、宝積

造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。 

② 開発行為によって生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で、高さが２mを超えるものについては、建築

基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 142条（同令第７章の２の準用に関する部分を除く。）

の規定を準用する。 

（３）擁壁の標準断面図 

① 鉄筋コンクリート擁壁（別図１～図５参照） 

② 重力式コンクリート擁壁（別図１～図２参照） 

③ 練積擁壁（別図） 

標準図の符号 

Ａ・Ｂ・Ｃ＝がけの土質 

Ａは第１種：岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂 

Ｂは第２種：真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの 

Ｃは第３種：その他の土質 

65・.70・75＝擁壁の勾配 

75 は 70度を超え 75度以下 

70 は 65度を超え 70度以下 

65 は 65度以下 

２・３・４・５＝擁壁の高さ 

２は２m以下 

３は２mを超え３m以下 

４は３mを超え４m以下 

５は４mを超え５m以下 

標準図共通事項 

１．構造は間知石練積み造又はその他の練積み造とする。 

２．単位は cmを示す。 

３．水技穴は内径が 7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水材料を用い、壁面の面積３㎡以内

ごとに１個以上設けること。 

４．透水層の上端は、擁壁の上端から擁壁高の５分の１下方とする。 

設計上の注意事項 

擁壁上端に続く地表面が水平で、当該擁壁に作用する載荷量は、１㎡につき 0.5ｔ程度のもの 

地表面に勾配のある場合又は載荷重が 0.5ｔ/㎡以上の場合あるいは曲線部及び屈折部等がある

場合には、擁壁の厚さを必要に応じて増すこと。 
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工事中の災害予防措置 

工事中の災害防止措置は、その工程の変化に応じ、臨機応変の処置を講じなければならない。姑息的な

処置は、かえって後々までも禍根を残すこととなるので、気休め的な措置でこと足れりとすることは絶対

に避けなければならない。また、開発規模の大きいものは、一度に切盤土工事をせず少しずつ完成させる

こと。 

（１）施工時期 

梅雨時期を除いた期間に排水施設、擁壁等主要な工事を完成させること。 

（２）防災措置 
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（３）工事を中止した場合や緊急災害の際の処置 

土砂の流出、がけ崩れ等によって、家屋、公共施設、人命等に被害を及ぼすおそれのある箇所は、

山留柵、山止工、土俵積等適切な防護工をすること。また、不時の災害に備え、杭、土俵等の材料を

500俵程度用意し、作業員約30人は常に出勤できる態勢にしておくこと。不幸にして緊急の事態が発生

した場合は、速やかに各関係機関に連絡してこれらの指示を受けること。 

 

７ 災害危険区域等の開発不適地の除外（法第33条第１項第８号、令第23条の２） 

開発区域が開発行為を行うには適当でない災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、

浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域

の状況等により支障がないと認められたものについては含めることができる。したがって、例外的に許可

を受ける場合は、それぞれの法律の許可を受け（ただし、それぞれの法律においての許可の対象にならな

いものを除く。）、許可書の写を添付すること。 

（１）災害危険区域 … 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域。建築制限は、山形県建築基準条

例による。山形県の場合の指定区域は、危傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域とされてい

る。 

（２）地すべり防止区域 … 地すべり等防止法による。 

（３）土砂災害特別警戒区域 … 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に

よ 

る。 

 （４）浸水被害防止区域 … 特定都市河川浸水被害対策法による。 

（５）急傾斜地崩壊危険区域 … 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による。 

 

８ 運輸施設の適否（法第33条第１項第11号、令第24条） 

40ha以上の開発行為にあっては、道路、鉄道などによる輸送の便等からみて支障がないと認められるこ

と。 

（１）当該開発行為に関係があるＪＲ、地方鉄道法による地方鉄道業者及び軌道法による軌道経営者と協

議を了しなければならない。 

（２）地方運輸局長と協議すること。 

 

９ 開発者の開発事業の能力（法第33条第１項第12・13号、令第24条の２・３） 

申請者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。 

（１）事業計画どおりに当該事業を完成するに必要な資金調達の能力があること。 

（２）過去の事業実績などから判断して、誠実に許可条件を遵守して事業を完成させる能力があること。 

（３）事業を中途で廃止するような事態が生じた場合、事業の施行によって変更を加えた公共施設の機能

の回復及び防災上必要な措置を講じ得る能力を有すること。 

 

 


